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地方消費税交付金 （社会保障財源化分） が充てられる社会保障施策に
要する経費について

※地方消費税交付金の社会保障財源化分は、各事業に要する一般財源比率に応じて按分しています。

〇平成２６年４月１日以降、 消費税率が引き上げられたことに伴い、 地方消費税交付金の増収分につい

ては社会保障費に充当し、 その使途を明示することになっております。

〇令和７年度の東通村一般会計予算における社会保障費への充当状況は下表のとおりです。

【歳　入】　地方消費税交付金 （社会保障財源化分）

　　 ８５,３３０千円　

【歳　出】　地方消費税交付金 （社会保障財源化分） が充当される社会保障施策に要する経費

１,７１７,９６５千円　

区
　
分

事　　業　　名
令 和 ７ 年 度
予 　 算 　 額

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交 付 金
（社 会 保 障
財 源 化 分）

その他

福
祉

社会福祉事業 73,5１4 １,569 5,000 5,034 6１,9１１

障害者福祉事業 209,05１ １53,553 4,１73 5１,325

高齢者福祉事業 79,666 9１5 １,870 5,78１ 7１,１00

児童福祉事業 4１7,9１8 １88,378 35,000 １2１ １4,6１9 １79,800

母子福祉事業 １１,548 97 86１ １0,590

小　　計 79１,697 344,5１2 35,000 6,99１ 30,468 374,726

保
険

国民健康保険事業 80,636 33,822 3,520 43,294

介護保険事業 １72,740 １0,498 １2,１99 １50,043

後期高齢者医療事業 １00,328 2１,23１ 5,948 73,１49

小　　計 353,704 65,55１ 2１,667 266,486

医
療

医療費対策事業 35,505 2１,865 １,026 １2,6１4

病院対策事業 １62,368 １2,209 １50,１59

疾病予防事業 １１１,555 40,000 １7,650 4,053 49,852

健康増進事業 92,444 39,282 １2,300 3,072 37,790

小　　計 40１,872 １0１,１47 29,950 20,360 250,4１5

そ
の
他

投資的経費 １02,392 7,699 94,693

公債費 35,947 2,703 33,244

共済負担金 32,353 2,433 29,920

小　　計 １70,692 １2,835 １57,857

合　　　計 １,7１7,965 5１１,2１0 35,000 36,94１ 85,330 １,049,484

（単位 ： 千円）【社会保障施策に要する経費】


